
 

別記様式第１号の２（第３条、第 51条の８関係） 

 

消防計画作成（変更）届出書 

令和〇〇年△△月□□日 

 

松阪地区広域消防組合消防長 殿 

                        ☑防火 

□防災 

住 所  三重県松阪市川井町 1001番地１   

 

氏 名  消防 花子            

 

         ☑防火 

         □防災 

管理権原者の氏名 

（法人の場合は、名称及び代表者氏名） 
松阪 太郎 

防火対象物 

又は       の所在地 

建築物その他の工作物 

松阪市川井町 1001番地 

防火対象物 

又は       の名称 

建築物その他の工作物 

（変更の場合は、変更後の名称） 

〇〇〇〇松阪店 ※建物の名称を記載 

複数権原の場合に管理権原 

に属する部分の名称 

（変更の場合は、変更後の名称） 

※建物の一部のみを所有、占有、管理している場合は、その部分

の名称を記載。 

防火対象物 

又は       の用途※１ 

建築物その他の工作物 

（変更の場合は、変更後の用途） 

飲食店 令別表第１※１ （３）項ロ 

その他必要な事項 

（変更の場合は、主要な変更事項） 
 

受 付 欄※２ 経 過 欄※２ 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ □印のある欄については、該当の□印にレを付けること。 

    ３ ※１欄は、複数権原の場合にあっては管理権原に属する部分の情報を記入すること。 

   ４ ※２欄は、記入しないこと。 

管理者 

別添のとおり、 管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。 



  〇〇〇〇    消防計画 

 

１ 目的及び適用範囲 

この計画は、当事業所において、火災を予防するとともに、火災、地震その他の

災害による人命の安全、及び被害の軽減を図ることを目的とし、この計画に定めた

ことについては、当事業所に勤務し、出入りするすべての者に適用する。 

２ 防火管理者の権限と、消防機関への届出等 

   防火管理者は、次の業務を行い、または消防機関への届出、報告等を行う。 

(1) 消防計画の作成（変更）と届出 

(2) 消防訓練の実施と通知 

(3) 建物、火気使用設備器具等の自主検査と、消防用設備等の点検結果報告 

(4) 火気の使用、取扱いに関する指導 

(5) 収容人員の把握と安全管理 

(6) その他防火管理について必要な業務 

３ 火元責任者の配置 

日常の火災予防のため、防火管理者のもとに、次のとおり担当区域ごとに火元責

任者を置き、その任務を行う。 

 

４ 建物等の自主検査 

防火管理者は、建物、火気使用設備器具等について、日常または定期に自主検査

を実施する。 

 

５ 消防用設備等の定期点検と報告 

管理権原者は、消防用設備等の定期点検を次のとおり実施し、その結果を維持台

帳に記録するとともに、 １ ・ ３ 年に１回消防長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 火災予防上の遵守事項 

   火災予防のため、関係者は、日常の業務を通じて、次の事項を遵守しなければな

らない。 

防火管理者（職・氏
名） 

担当区域 火元責任者（職・氏名） 任務内容 

 
店長 
松阪 花子 

厨房 料理長 松阪次郎 ・火気使用設備器具等、
電気器具等、吸殻処理、
終業時の火気などを確
認する。 
・通路、避難口等の避難
障害を確認する。 

ホール 
ホールマネージャー 
    松阪一郎 

  

点検時期 

設備等の種類 

点検実施月 

機器点検 総合点検 

消  火  器  ４月 10月  

非常警報設備      ４月      10月 

誘   導   灯   ４月 10月  

・特定用途防火対象物（飲食店、物販店舗等）は１年 

・非特定用途防火対象物（事務所、工場等）は３年 



(1) 通路、避難口等には、避難の支障になる物品などを置かない。 

(2) 火気使用設備器具等の周辺は常に整理整頓する。 

(3) 終業時には、火気の完全を確認する。 

(4) 工事を行なう者は、火気管理について、防火管理者の指示を受けること。 

７ 消防訓練の実施 

防火管理者は、従業員の消防技術の向上を図るため、消防訓練を次のとおり行う。 

(1) 通報、消火、避難などの消防訓練を、年 １ ・ ２ 回以上実施する。 

  (2) 消防訓練を実施するときは、消防訓練通知書を消防署に提出する。 

 

８ 自衛消防隊の組織と任務分担 

火災、地震その他の災害による人命安全と、被害を最小限にとどめるため、自衛

消防隊を次のとおり編成し、隊員はその任務分担により行動する。 

 

９ 日常の地震対策 

防火管理者は、地震による被害を軽減するため、日常から次の措置を講ずる。 

(1) 書棚、ロッカー等の転倒防止措置を行う。 

(2) 火気使用設備器具等からの出火防止措置を行う。 

(3) 地震時の備蓄品を確保し、定期的に点検整備を実施する。 

 

１０ 地震発生時の安全措置 

地震発生時には、出火防止対策に万全を期すとともに、次の安全措置を実施する。 

  (1) 地震発生時は、身の安全を守ることを第一とする。 

(2) 揺れがおさまってから、火気使用設備器具等の直近の従業員は、電源・燃料等

の遮断を行う。 

(3) 火元責任者は、出火の確認、負傷者の発生状況を確認する。 

 

１１ 地震発生後の活動 

地震発生後の活動は、日常の自衛消防活動によるほか、次の事項について行う。 

(1) 通報連絡係は、ラジオ等により情報を収集し、建物内の全員に知らせる。 

(2) 出火した場合は、初期消火係が中心となり、消火活動を行う。 

(3) 被災者を発見した場合は、周囲の者と協力して救出活動を行う。 

(4) 避難誘導係は、建物内にいる者を落ち着かせ、屋外に避難誘導し、市指定の一

時避難場所・避難所に誘導するときは、順路、道路状況、地域の被害状況につい

担当 職・氏名 任務内容 

自衛消防隊長 松阪 花子 自衛消防隊の指揮、命令、監督などを行う。 

通報連絡係 松阪 次郎 
火災発生を建物内の者に知らせる。 
１１９番に通報する。 

消 火 係 松阪 一郎 消火器などを使用し、初期消火を行う。 

避難誘導係 松阪 三郎 
落ち着いて行動するよう呼びかけ、避難誘導す
る。 

・特定用途防火対象物（飲食店、物販店舗等）は１年に２回以上 

・非特定用途防火対象物（事務所、工場等）は１年に１回以上 



て説明する。 

 

附 則 

この計画は、    年    月    日から適用する。 

 


